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第５章 廃棄物対策・リサイクルの推進 

第１節 一般廃棄物                                

 

１ 一般廃棄物の現況 

(1)一般廃棄物（ごみ） 
ⅰ．ごみの排出量の推移 

佐賀県におけるごみの排出量は、平成 11 年度から平成 15 年度までやや増加傾向が見ら

れ、平成 15 年度以降はほぼ横ばいとなり、平成 19、20 年度は減少傾向となっている。な

お、平成 18 年度の排出量が増加しているのは、台風 18 号により発生した災害廃棄物を処

理したためである。 
また、佐賀県における 1 人 1 日当たりのごみ排出量について、全国と比較すると現状で

は依然として低い水準を維持している。 
 

 
 
 
ⅱ．リサイクル率の推移 
佐賀県におけるリサイクル率の推移を見ると、全国のリサイクル率が増加傾向であるのに対して、

ほぼ横ばいか微増の状況となっている。 
  

 

ごみ総排出量と１人１日あたりごみ排出量
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最終処分量と最終処分率の推移
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ⅲ．ごみ処理・維持管理費用の推移 

 佐賀県におけるごみ処理・維持管理費用の推移を見ると、平成 16 年度以降は漸減傾向で

あるが、１人当たりのごみ処理・維持管理費用は増加している。 

ごみ処理・維持管理費用の推移
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 ⅳ．３Ｒの取組上位市町（平成 20 年度） 

リデュース（1 人 1 日当たりのごみ排出量） リサイクル（リサイクル率） 

１ 太良町 550.4 g/人・日 １ 基山町 29.5% 

２ 玄海町 603.5 g/人・日 ２ 鳥栖市 29.0% 

３ 白石町 606.8 g/人・日 ３ みやき町 28.8% 

 

 

 

(２)一般廃棄物（し尿） 

ⅰ．し尿処理の推移 
し尿処理人口の推移を見ると、下水道及び浄化槽人口の合計は毎年増加し、非水洗化人口

は着実に減少している。 
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ⅱ．くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況の推移 

  平成 20 年度実績では、佐賀県内で発生したくみ取りし尿及び浄化槽汚泥が 474,049 キロ

リットルであり、このうち 99 パーセントがし尿処理施設において処理されている。 

 海洋投入処分については、平成 14 年２月より現に海洋投入処分を行っている者に対して５

年間の経過措置が設けられた上で禁止され、平成 19 年 2 月より全面禁止となっている。 

 

くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況の推移
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２ 一般廃棄物の対策 

（１）一般廃棄物処理施設の整備 

焼却施設から排出されるダイオキシン類の排出削減対策を基本として、環境負荷の低減を図

り、併せて、ごみの排出抑制・資源化、さらには、事業費の縮減を図ることを基本方針とした

｢佐賀県ごみ処理広域化計画｣を策定し、この計画に基づき、平成31年度までに、県内を４ブ

ロック化して、ごみの広域処理を推進することとしている。 

これに基づき、平成21年3月に佐賀県西部広域環境組合で地域計画を作成し、平成27年4月

施設の稼働を計画している。 

県では、ごみ処理の現状及びごみ処理施設の新技術等について知識向上を図り、ごみ処理広

域化の検討の参考にするため、市町・一部事務組合を対象とした「ごみ処理施設新技術研修会」

を開催している。 

 

（２）環境美化対策 

  県では、地域の美観又は清潔の保持による環境美化の推進に、県民の関心と理解を深めるた

め、「佐賀県環境の保全と創造に関する条例」第７９条で、「環境美化県民行動の日」を規定

し、県民参加型の行事の実施に努めることとしている。 
  これに基づき、毎年、行政、県民、事業者が一体となり、道路、公園、海岸などの清掃活動

 を行う県下一斉「ふるさと美化活動」を実施しており、平成２２年度は、参加者約１５６千

人、ごみの収集総量約４１９トンの実績を得ることができた。 
 
（３）ごみの減量化・リサイクルの推進 

  これまでの経済成長を支えてきた大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムが定

着し、ものを大切にしない風潮や使い捨てを助長するようなライフスタイルがもたらされ、ご

みの排出量は増加し、その種類も多様なものとなっており、ごみ処理費用の増加、ごみの焼却

に伴うダイオキシン類の排出、最終処分場の逼迫など、いわゆるごみ問題が社会問題となって

いる。 
  これらの問題を解決するためには、生産、流通、消費、廃棄の各段階において、資源の効率

的な利用やリサイクルを推進することにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷がで

きる限り低減される「循環型社会」を形成することが、必要となっている。 
  このような状況を踏まえ、今後、循環型社会の構築に向けて、県民、事業者、行政の各関係

者が、共通認識のもと、徹底したごみの減量化・リサイクルに取り組むため、「佐賀県廃棄物

処理計画」を策定している。 
 また、ごみの減量化・リサイクルを推進するためには、県民、事業者、行政が一体となって

取り組むことが重要であることから、本計画に基づく、各種普及啓発事業や情報提供を行うと

ともに、佐賀県「ストップ温暖化」県民運動推進会議を通じた県民運動として、展開している。 
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第２節 産業廃棄物                                

１ 産業廃棄物の現況 
  ダイオキシン類や環境ホルモンなど環境に対する意識が高まる中、事業活動に伴う産業廃棄

物は、依然として、大量に排出されており、また、その質も多様化している。 
  しかしながら、産業廃棄物の減量化やリサイクルは、必ずしも十分に進んでおらず、他方、

産業廃棄物を適正に処理するための処理施設については、不法投棄などの発生により、廃棄物

処理に対する住民の不安や不信感を背景として、その確保がますます困難になっている。 
  本県の場合、最終処分場の残存容量については、特に、管理型処分場がひっ迫してきており、

新たな民間による処分場の確保も困難なことから、佐賀県産業廃棄物処理施設整備検討委員会

における公共関与計画に関する検討結果を踏まえて、県・市町・産業界からなる第三セクター

方式の財団法人佐賀県環境クリーン財団を設立し、産業廃棄物処理に係る公共関与事業の推進

を図っている。 
  なお、平成２２年３月３１日現在での産業廃棄物処理業許可件数及び業者数の推移、地区別

の産業廃棄物処理施設設置許可状況は、表２－５－１及び表２－５－２のとおりである。 
  また、平成２２年３月３１日現在での地区別の自動車リサイクル法に基づく、登録及び許可

業者の数は、表２－５－３のとおりである。 
 
２ 産業廃棄物の対策 
  廃棄物全般をめぐる情勢の変化に対応するため、「環境への負荷の少ない、循環を基調とす

る社会経済システムの構築」を目指し、平成２３～２７年度を計画期間とする『佐賀県廃棄物

処理計画』を改定して、 
  ①廃棄物の排出抑制・リサイクルの推進 
  ②廃棄物適正処理の推進 
  ③廃棄物処理施設の確保と管理 
  ④廃棄物情報の共有化と相互理解 

などを施策の中心として、排出事業者、処理業者及び行政関係者に対し、産業廃棄物の排出抑

制、適正な循環的利用及び適正処理の推進について、支援・指導を行ってきた。 
  特に２１年度は、以下の事項について、適正処理に係る指導を実施した。 

①多量排出事業者に対する処理計画の策定指導及び公表 
  ②不法投棄、野焼き等の廃棄物不適正処理の取締及び適正処理への指導 
   ③市町等との合同による定期的な産廃パトロールの実施 
  ④焼却施設におけるダイオキシン類測定状況の把握及び指導 
  ⑤最終処分場に対する総点検の実施 
  ⑥機動監視員による適正処理の推進及び監視指導 
  ⑦不法投棄監視カメラの配備及び運用（６基設置及び運用） 

 ⑧スカイパトロールによる上空からの監視事業の実施（年２回実施） 
 ⑨ＰＣＢ廃棄物特別措置法に基づく届出等の指導 

   ⑩処理業者に対する行政処分 ６件 
 また、公共関与による廃棄物処理施設として、平成１５年度から施設整備に着手し、平成２０年 

度に完成。施設の名称を「クリーンパークさが」に定め、平成２１年４月から稼働している。 

項     目 内   容 

管理型最終処分場 面積・埋立容量 38,890 ㎡・413,000m3 

浸出水処理施設 処理能力 130m3／日 

焼却溶融施設 規模・発電出力 84ｔ（24ｔ×2 炉）・1,180ｋｗ 

炉形式 高温熱分解ガス化燃焼型、キルン式高温溶融処理方式 

付帯施設 破砕処理施設、中和施設 

保管棟 面積 545 ㎡ 
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第３節 リサイクルの推進                             

１ グリーン購入の推進   

  第４部第２章第１節の３グリーン購入を参照。 

 

２ 廃棄物のリサイクルの推進 

（１）容器包装リサイクル法 
   一般廃棄物の容積比約６割、重量比で約２～３割を占める容器包装廃棄物について、事業者が

リサイクルの義務を負う「容器包装リサイクル法」が、平成１２年度から完全施行され、市町村

の分別収集対象は、全１０品目となった。 
   市町村は、この法に基づき分別収集計画を策定し、分別収集を実施している。 

  県では、平成２０年度を初年度とする平成２４年度までの「第５期佐賀県分別収集促進計

画」を策定し、県内市町の分別収集計画が円滑に実施されるよう、市町への支援等を行って

いる。 

  更に、平成２０年４月からは容器包装廃棄物のリサイクルに係る社会的コストの効率化を

図るために、事業者が分別収集を行う市町村に対して資金が拠出する仕組みが創設されてい

る。 

 
（２）家電リサイクル法 
  消費者、家電小売店、製造メーカーが、それぞれの役割分担のもと、特定家庭用機器（ブラ

ウン管式テレビ、エアコン、電気冷蔵庫、電気洗濯機）のリサイクルを行う｢家電リサイクル

法｣が、平成１３年４月から施行され、平成１６年４月から電気冷蔵庫が、平成 21 年 4 月か

ら液晶式・プラズマ式テレビ及び衣類乾燥機が対象品目に加えられた。 
  法施行後、指定引取場所（佐賀県内 4 箇所）への廃家電の持込みはおおむね順調に行われ

ているが、依然として特定家庭用機器の不法投棄が発見されたり、消費者から小売業者以外へ

の排出家電の引渡しについて情報が寄せられてたりしていること等から、引き続き、この制度

の適切な運用を図るため、市町とも協力して、県民、事業者への普及啓発を実施している。 
 
 

図２－５－７ 佐賀県内における特定家庭用機器（廃家電 4品目）の不法投棄台数の推移 
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表２－５－３ 市町別特定家庭用機器（廃家電 4品目）の不法投棄台数（平成 21 年度） 
 

エアコン 

テレビ 
電気冷蔵庫

電気冷凍庫

電気洗濯機 

衣類乾燥機 
合計 ブラウン

管式 

液晶・ 

プラズマ式

佐賀市 4 60 0 14 12 90 

唐津市 0 39 1 17 5 62 

鳥栖市 1 41 0 4 2 48 

多久市 0 8 0 5 0 13 

伊万里市 0 0 0 0 0 0 

武雄市 0 5 0 3 0 8 

鹿島市 0 13 0 1 0 14 

小城市 0 2 0 0 0 2 

嬉野市 0 8 0 1 2 11 

神埼市 0 0 0 0 0 0 

吉野ヶ里町 1 9 0 5 0 15 

基山町 0 10 0 0 1 11 

上峰町 0 2 0 2 0 4 

みやき町 0 10 0 2 0 12 

玄海町 0 0 0 0 0 0 

有田町 0 0 0 0 0 0 

大町町 0 8 0 1 3 12 

江北町 0 1 0 1 1 3 

白石町 0 0 0 0 0 0 

太良町 0 6 0 0 0 6 

合計 6 222 1 56 26 311 

 

（３）パソコンリサイクル 
  ｢資源有効利用促進法｣の改正により、平成１５年１０月から、事業系パソコンに加え、家庭

系パソコンも、製造等事業者による自主回収及び再資源化の対象となった｡ 
  現在のところ、回収･再資源化はおおむね順調に進んでいるが、依然として特定家庭用機器

の不法投棄が発見されていることから、引き続き、この制度の適切な運用を図るため、市町と

協力して県民への普及啓発を実施している｡ 
 

図２－５－８ 佐賀県内における家庭系パソコンの不法投棄台数の推移 
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　　　管　轄

業　種
佐 賀 中 部 鳥 栖 唐 津 伊 万 里 杵 藤 合 計

引 取 127 46 62 40 89 364

フ ロ ン 回 収 53 14 20 16 23 126

解 体 24 7 10 7 8 56

破 砕 前 処 理 7 2 2 0 2 13

破 砕 1 0 0 0 0 1

の べ 業 者 数 212 69 94 63 122 560

引取、フロン回収、解体及び破砕前処理並びに破砕の登録・許可を同時にしているものもそれぞれの業種ごとに

挙げている。

表２－５－５ 自動車リサイクル法に係る登録及び許可業者一覧（地区別）

平成22年3月31日現在

（４）リサイクル製品認定制度 
循環資源の有効利用及びリサイクル産業の育成を図るために、平成１３年度に創設し

たリサイクル製品認定制度により、リサイクル製品の利用促進を図っている。 

平成２２年 4 月 1日現在で１９社１０１製品を認定しているが、半数以上をコンクリ

ート製品が占めるなど特定の製品類型に偏っていること、新規申請数が減少しているこ

とから、リサイクル製品製造業者に対する制度の周知・普及、新規申請の働きかけを実

施している。 

 

 

（５）自動車リサイクル法 

   国内で廃車される自動車に関して、廃棄物を減らし、資源の無駄遣いをしない循環型社会

をつくるため、自動車の所有者、自動車メーカー、関連事業者の役割を決めた「使用済自動

車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」が、平成１７年１月から施行されて

いる。 

   なお、唐津市の高島、神集島、小川島、加唐島、松島、馬渡島及び向島については、自動

車リサイクル法に基づき、離島対策支援の事業を実施する区域の条件に該当する旨の公示が、

平成１７年１２月７日になされた。 

  また、廃棄二輪車に関しては、自動車リサイクル法のような個別法はなく、二

輪車の国内メーカー４社とインポーター１２社が中心となった自主的な取組み

である「二輪車リサイクルシステム」が平成１６年１０月１日より開始されている。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 建設副産物対策の推進 

 

（１）現状及び課題 

   建設廃棄物については、平成２０年度の建設副産物実態調査によると、建設副産物の全体

排出量は、約６，３８０万ｔで平成１７年度に比べると、約１，３２０万ｔ減少しているも

のの、全産業廃棄物の排出量の２割（平成２０年度）を占めるとともに、不法投棄量の７割

（平成２０年度）は建設廃棄物であるといわれており、今後とも建設発生土を含む建設副産

物に対する施策を推進していく必要がある。 
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図２－５－９ 建設副産物の排出状況 

     産業廃棄物の業種別排出量           建設廃棄物の種類別排出量 

        （平成２０年度）               （平成２０年度） 

 

 
出典：平成２０年環境省調査       出典：平成２０年度建設副産物実態調査（国土交通省） 

表２－５－６ 建設副産物のリサイクル率（平成２０年度） （単位：％） 資料：建設・技術課 

種   類 全国 九州 佐賀 平成２４年度目標（全国） ※１ 

建設廃棄物全体 94 93 93 94％ 

 

アスファルト・コンクリート塊 98 98 99 98％以上 

コンクリート塊 97 97 99 98％以上 

建設汚泥 85 66 73 82％ 

建設混合廃棄物（H17 比） 9 42 30 H17 年度排出量に対して 30％削減

建設発生木材（再資源化等率） 89 90 93 95％ 

建設発生土（有効利用率） 79 79 87 87％ 

  ※平成２４年度目標値は、「建設リサイクル推進計画 2008」における参考値。 

（２）講じた対策等 

建設副産物対策（発生抑制、再生利用の促進及び適正処理の推進）をより一層推進させる

ため、「建設副産物の取扱方針」により処理するよう指導している。 

また、建設発生土の工事間利用を促進するため、建設発生土利用調整協議会による利用調

整を図るとともに、建設発生土情報交換システムの活用普及活動を行った。 

 

（３）建設リサイクル法 

平成１４年５月から、一定規模以上の工事については、コンクリート、木材、アスファル

ト・コンクリート等を基準に従い工事現場で分別（分別解体等）し、再資源化することを義

務付けた建設リサイクル法が完全施行された。 

   施行以来、毎年２回（５月、１０月）一斉パトロールを実施しており、法の周知を図ると

ともに、工事現場における指導に努めた。 

その他 

１５％ 

化学工業 

４％ 

鉄鋼業 

８％ 

パルプ・紙・ 

紙加工品 

製造業 ８％ 

建設業 １９％ 

農業・林業 

２２％

電気・ガス・ 

熱供給業・ 

水道業 ２４％ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

1,990 万ﾄﾝ 

３１％ 

建設汚泥 

450 万ﾄﾝ 

７％ 

建設発生木材 

410 万ﾄﾝ ７％ 

建設混合廃棄物 

270 万ﾄﾝ ４％ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

3,130 万ﾄﾝ 

４９％ 

全 国 計 

6,380 万ﾄﾝ 

その他（金属くず、 

紙くず等） 

130 万ﾄﾝ ２％ 


